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こども部子育て支援課 

事業名 ひとり親家庭自立支援給付金事業（高等技能訓練促進費事業） 

目的・概要 

本市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等支給要綱に基づき、ひとり親の

父母が就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進

するため、給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、もっ

てひとり親家庭の自立を促進する。 

 修業期間の後半２分の１に相当する期間（１８カ月を上限）に「ひとり

親家庭高等技能訓練促進費」、修了後に「ひとり親家庭高等技能訓練入学支

援修了一時金」を支給する。 

 なお、「ひとり親家庭高等技能訓練促進費」の支給は、平成２０年４月１

日から平成２４年３月３１日までに修業を開始している場合、平成２１年

６月以降に修業している全期間を支給する。 

 

支給要件 

・本市に住所を有するひとり親家庭の父母 

・児童扶養手当の支給を受けている父母または、同等の所得水準にあるひ

とり親家庭の父母。 

・養成機関において２年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が

見込まれること。 

・仕事または育児と修業の両立が困難であること。 

 

支給金額 

＜ひとり親家庭高等技能訓練促進費＞ 

○市民税非課税世帯   月額 １４１，０００円 

○市民税課税世帯    月額  ７０，５００円 

 

＜ひとり親家庭高等技能訓練入学支援修了一時金＞ 

○市民税非課税世帯       ５０，０００円 

○市民税課税世帯        ２５，０００円 

 

支給件数等 

＜ひとり親家庭高等技能訓練促進費＞ 

平成２１年度（決算）  ３人（3,232,000円） 

平成２２年度（決算）  ４人（4,864,500円) 

平成２３年度（予算）  ６人（8,460,000円） 

 

＜ひとり親家庭高等技能訓練入学支援修了一時金＞ 

平成２１年度（決算）  ３人（100,000円） 

平成２２年度（決算）  ０人（    0円） 

平成２３年度（予算）  １人（ 25,000円） 
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改正理由 

安心こども基金が１年間延長されたことに伴い、ひとり親家庭高等技能

訓練促進費の全期間支給についても平成２４年度までの実施となりまし

た。 

この期間延長により、平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日ま

でに修業を開始した場合、「ひとり親家庭高等技能訓練促進費」は全期間（最

高３年間）が支給対象となりますが、市民税非課税世帯の支給月額につい

ては、１４万１千円から１０万円に改正（市民税課税世帯は、現行どおり

月額７万５百円）となります。 

また、修了後に支給される「ひとり親家庭高等技能訓練入学支援修了一

時金」についての改正はありません。 

なお、既に修業している市民税非課税世帯の受給者については、改正前

の月額１４万１千円が修了まで支給されます。 

本市においてもひとり親家庭の自立の促進等を図るため、ひとり親家庭

高等技能訓練促進費等支給要綱を改正するものです。 

 

＜ひとり親家庭高等技能訓練促進費＞ 

 改正前 改正後 備考 

市民税非課税世帯 141,000円/月 100,000円/月  

市民税課税世帯 70,500円/月 同左 改正なし 

○修業期間の全期間（最高３年間）に支給 

 ※４年間の修業については、最終年度（４年目）に母子寡婦福祉金資金 

（貸付）の対象となる。 

 

施行期日 平成２４年 ４月 １日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


